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した。
第３　当事者等の主張の要旨
　（略）

理由
第１　問題点
１　障害認定日請求による障害基礎年金
は、障害認定日における障害の状態が、
国民年金法施行令（以下「国年令」とい
う。）別表に定める程度（障害等級１級又
は２級）に該当しなければ、支給されな
いこととなっている。

２　本件の場合、請求人の当該傷病に係る
初診日が平成○年○月○日であり、同日
から１年６月を経過した平成○年○月○
日が障害認定日となることについては、
当事者間に争いがないものと認められる
ところ、厚生労働大臣が前記「事実」欄
第２の２⑵記載の原処分をしたのに対し、
請求人はそれを不服としているのである
から、本件の問題点は、本件で提出され
ている資料で、障害認定日当時における
請求人の当該傷病による障害の状態（以
下、これを「本件障害の状態」という。）
を認定することができないと認められる
かどうかである。

第２　事実の認定及び判断
１　障害基礎年金の裁定において、その障
害の状態がいかなるもので、それが国年
令別表に定める程度に該当するかどうか
は、受給権の発生・内容に関わる重大な
ことであるから、その認定は客観的かつ
公正・公平に行われなければならないこ
とはいうまでもないところである。した
がって、認定は、障害の状態・程度を認
定すべきものとされている時期において、
直接それに係る診療を行った医師（歯科
医師を含む。以下同じ。）若しくは医療機
関が作成した診断書、医師若しくは医療
機関が、診療が行われた当時に作成され
た診療録等の客観性のあるいわゆる医証
の記載に基づいて作成した診断書、又は、
これらに準ずるものと認めることができ
るような証明力の高い資料によって行わ
れなければならないものと解するのが相
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　本件再審査請求を棄却する。

事実
第１　再審査請求の趣旨
　再審査請求人（以下「請求人」という。）
の再審査請求の趣旨は、障害認定日を受給
権発生日とする障害基礎年金の支給を求め
るということである。
第２　事案の概要
１　事案の概要
　本件は、統合失調症（以下「当該傷病」
という。）により障害の状態にあるとし
て、障害認定日による請求として障害基
礎年金の裁定を請求した請求人に対し、
厚生労働大臣が、後記２⑵記載の原処分
をしたところ、請求人が、原処分を不服
として、標記の社会保険審査官に対する
審査請求を経て、当審査会に対し、再審
査請求をしたという事案である。
２　本件再審査請求に至る経緯
　本件記録によると、請求人が本件再審
査請求をするに至る経緯として、次の各
事実が認められる。
⑴	　請求人は、当該傷病により障害の状
態にあるとして、令和○年○月○日（受
付）、厚生労働大臣に対し、障害認定日
による請求として障害基礎年金の裁定
を請求した。
⑵	　厚生労働大臣は、請求人に対し、令
和○年○月○日付けで、「請求のあった
傷病（統合失調症）について、提出さ
れた診断書では、障害認定日（平成○
年○月○日）現在の障害の状態を認定
することができません。」との理由によ
り、上記⑴の裁定請求を却下する旨の
処分（以下「原処分」という。）をし
た。
⑶	　請求人は、原処分を不服とし、標記
の社会保険審査官に対する審査請求を
経て、当審査会に対し、再審査請求を
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を認定することは困難といわざるを得ず、
その他提出された資料によっても本件障
害の状態を認定することはできない。

３　以上によれば、原処分は妥当であって、
これを取り消すことはできない。

　以上の理由によって、主文のとおり裁決す
る。

当であり、国民年金法施行規則第３１条
が、障害基礎年金の裁定請求書には「障
害の状態に関する医師又は歯科医師の診
断書」を添えなければならないと定めて
いるのも、この趣旨から出たものと解さ
れるのである。
　そして、当審査会に顕著な事実によれ
ば、保険者は、一般的に、障害認定日に
よる請求については同日以後３月以内の
現症が記載されている診断書の提出を求
めることとして、障害の程度の認定を行
うべき日における障害の状態は、上記の
期間内の現症日における障害の状態に
よって認定を行うものとする旨の取扱い
をしており、当審査会も、基本的にはこ
れを相当としてきているところである。
２　請求人は、本件障害の状態を示すもの
として、ａ病院ｂ科・Ａ医師作成の平成
○年○月○日現症に係る令和○年○月○
日付けの診断書（以下「本件診断書」と
いう。）を提出しているが、本件記録によ
れば、同時に提出されたＡ医師作成の同
年○月○日現症に係る同年○月○日付け
の診断書と本件診断書の記載内容が、現
症日に○年以上の乖離がありながら同様
の障害の程度であったことから、保険者
がＡ医師に平成○年○月○日現症日診断
書の作成根拠について照会したところ、
Ａ医師は「カルテの保存期間を過ぎてい
る為カルテ内容の確認出来ず御家族の話
と、所有の診断書を参考に作成致しまし
た。」と回答したことが認められる。しか
しながら、請求人の主張によれば、この
「所有の診断書」は、その後紛失してしま
い、現存しないというのであり、その記
載内容が平成○年○月○日頃当時のもの
であるかは判然としないし、当該傷病に
よる障害の状態を記述することを主題と
して作成されたものかも不明であり、「御
家族の話」と併せて本件診断書が作成さ
れたという経過からしても、当該紛失し
た診断書のみで本件診断書の内容を基礎
付けることは困難であったものと考えら
れる。そうすると、その作成経過に照ら
し、本件診断書によって本件障害の状態




